
Administrator
テキストボックス
資料１-１



2



変 更 理 由 書 

 

千曲市（旧更埴市）では、昭和 47年 10 月３日に良好な都市環境の形成及び保持などが必要な五十

里川都市下水路約 920ha を排水区域に定めて都市計画決定を行い、昭和 58年に雨宮排水ポンプ場（旧

一丁田都市下水路ポンプ場）及び尾米排水ポンプ場、昭和 62 年には伊勢宮排水ポンプ場の都市計画決

定を行った。 

その後、平成３年 12 月 10 日に都市下水路を廃止し、長野市、更埴市、戸倉町、上山田町及び坂城

町を処理対象区とする「千曲川流域下水道(上流処理区)」として事業認可を受け、公共下水道事業の

推進を図ってきたが、更埴市、戸倉町及び上山田町が千曲市として合併したことに伴い、平成 16年 10

月７日に汚水の排水区域を 2,140ha、雨水の排水区域を 2,095ha とし、市街地の進展や土地利用の動向

を踏まえ、平成 21年８月６日に汚水の排水区域を 2,170ha へ随時区域拡大を行い、鋭意整備を進めて

きた。また、令和４年３月 22日に既整備区域に隣接する産業団地等を加え、汚水の排水区域を

2,188ha に定め、概ね整備は完了した。 

一方、市街地周辺の農村集落の生活環境の改善として、平成５年度の農業集落排水処理施設整備か

ら始まり、それぞれの汚水処理施設の特徴を活かし、地域の実情に応じた汚水処理手法により整備を

進めた結果、令和３年度末には千曲市の汚水処理人口普及率は 100%となった。 

しかしながら、農業集落排水処理施設の整備から一定の期間が経過し、施設能力が相対的に低下

し、常に先を見越した計画的・段階的な改築・更新が必要なこと又、人口減少や少子高齢化を背景に

汚水処理施設の効率化、再編が急務となっている。 

このため令和４年度に「長野県生活排水処理構想（2022 改定版）」を長野県と共同で策定するに当た

り、計画処理人口や汚水量等の規模等を予測し、整備した下水道施設や農業集落排水処理施設等の位

置及び施設の機能状況等を把握し、地域特性や経済性等を考慮してより効率的で効果的な下水道計画

の見直しを行った結果、一部の農業集落排水施設の処理区等について下水道排水区域へ編入し、汚水

処理施設の効率化を図ることとしたい。 

今回の変更は、森及び羽尾処理区における 238ha の農業集落排水事業を公共下水道事業の更埴第４

及び第８処理分区に編入し、汚水処理の広域化や維持管理の効率化を進めることで、公衆衛生の向上

と公共用水域の水質保全を図るものである。 

 

処理分区 処理区 区域拡大理由 面積(ha) 

更埴第４ 森 
農業集落排水施設の老朽化に伴い、公共下水道

排水区域に編入し、汚水処理施設の効率化を図

るため。 

146 

更埴第８ 羽尾 92※ 

合計 268 

※羽尾処理区は、全体面積 98ha から都市計画区域外面積 6ha を除いた面積。 

 都市計画区域外面積６ha は、公共下水道と一体的であるとみなして公共下水道で整備を行う。 
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事　　　項 時　　　期 備　　　考

関係する機関との協議 令和４年10月３日（月） 千曲川流域下水道事務所

千曲市都市計画審議会 令和７年５月13日（火） 審議案件報告

長野県知事事前協議 令和７年６月６日（金） 公聴会公告の概ね１か月前

関係する機関との協議 令和７年６月13日（金） 千曲川流域下水道事務所

長野県知事事前協議回答 令和７年６月27日（金）

関係する機関との協議 令和７年７月４日（金） 千曲建設事務所

関係する機関との協議 令和７年７月７日（月） 千曲市道路河川課

公聴会の公告 令和７年７月10日（木） 公聴会の概ね２週間前

R７．７月千曲市報掲載

素案の閲覧（概ね３週間） 令和７年７月11日（金）～

令和７年８月１日（金）

公聴会 公述の申出がなく中止

（都市計画法第16条第１項）

千曲市都市計画審議会 令和７年８月19日（火） 調査審議

長野県知事協議 令和７年８月25日（月）

（都市計画法第19条第３項）

計画案の公告 令和７年９月18日（木） R７．９月千曲市報掲載

（都市計画法第17条第１項)

計画案の縦覧（２週間） 令和７年９月19日（金）～

（都市計画法第17条第１項) 令和７年10月２日（木）

長野県知事協議回答 令和７年10月６日（月）

千曲市都市計画審議会 令和７年10月15日（水） 諮問・答申

（都市計画法第19条第１項）

以下予定

都市計画変更告示 令和７年10月中旬

（都市計画法第20条第１項）

都市計画の策定の経緯の概要

千曲都市計画下水道の変更
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（諮問第１号資料）千曲都市計画下水道の変更について

（１）事業の内容）

（２）事業の概要）

森地区及び羽尾地区農業集落排水施設の公共下水道への接続に
伴う都市計画下水道の変更

農業集落排水事業について、処
理場等施設の老朽化や人口減少に
伴う下水道収益の減少などにより、
適切な維持管理が困難となってき
ております。一方で、千曲市の公
共下水道は、千曲川流域下水道
（県管理）に接続されており、よ
り広域的な維持管理・経営体制が
とられており、また下水道の国庫
補助金を活用した改築・更新を行
うことができます。
このような社会経済情勢の変化

に対応するため、農集排を今後単
独で更新していくよりも、公共下
水道と統合した方がライフサイク
ルコストの最小化が図られること
から、森地区及び羽尾地区農集排
の公共下水道への接続に伴う都市
計画下水道の変更を行います。

【農業集落排水施設の接続の概念】

坂城町

千曲市

倉科地区・森地区農集排

羽尾地区農集排

【終末処理場】
アクアパル千曲

長野市

【接続による利点】
・区域の共同化による処理施設の削減
・適正な役割分担による管理体制の確立

（３）第42回都市計画審議会（令和７年８月19日開催）以降の
経過報告及び今後の予定

日 付 事 項 経 過 及 び 説 明 等

令和7年８月21日
長野県知事
本協議

本協議の結果、令和７年10月６日付で「千曲都市
計画下水道の変更については、異存ありませ
ん。」との回答がありました。

令和7年９月19日
～10月2日

計画書案の
縦覧

縦覧者０名。（意見書の提出なし）

令和7年10月15日
第43回都市
計画審議会

都市計画法第19条第１項に基づく諮問・答申

令和７年10月中旬
（10月15日以降）

都市計画変
更告示

都市計画法第20条第１項の規定に基づく告示

県流域下水道
上流処理区エリア

（4）変更計画書修正一覧

千曲都市計画下水道の変更計画書について、第42回都市計画審
議会以降に諸手続きの進捗に伴う日付の更新により、以下のとお
り修正いたしました。

図 書 名 第42回都市計画審議会 第43回都市計画審議会）

都市計画の策定
の経緯の概要

千曲市都市計画
下水道の変更

長野県知事協議回答
令和７年10月上旬

長野県知事協議回答
令和７年10月６日

千曲市都市計画審議会
令和７年10月中旬 諮問・答申
（都市計画法第19条第１項）

千曲市都市計画審議会
令和７年10月15日 諮問・答申
（都市計画法第19条第１項）

（5）公共下水道接続までの流れ）

都市計画決定手続き
R7.10月中旬

R8.3月 事業計画の変更

都市計画の事業認可R8.3月末

R9年度

R8年度 実施設計業務委託

交付申請手続き

公共下水道への接続工事R9年度

令和10年度の供用開始を予定
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